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各務原市学校適正規模・適正配置等計画策定業務委託 

公募型プロポーザル 

質 問 回 答 

令和 ７年 ４月 ２２日 

 

№   質 問 の 内 容 回 答  

１ 実施要領 P1 

3.参加資格の要件 

建設工事の入札参加資格のみ

を有していても参加は可能か。 

可能です。 

２ 実施要領 P1 

3.参加資格の要件 

長寿命化計画策定支援業務

は、イの類似業務に該当すると

いう理解でよいか。 

イ 類似業務 に該当します。 

３ 実施要領 P1 

３参加資格の要件 

本プロポーザルに参加する際、

同一資本の会社による同時参

加は可能か。 

可能です。 

４ 実施要領 P2 

7.参加表明書の提出 

参加表明書（様式２）の代表者

名記載欄に公印押捺は必要

か。 

公印押捺は任意です。 

５ 実施要領 P3 

８企画提案書等の提出 

（２）企画提案書等の

作成及び提出について

留意事項 

提出書類の③～⑤のページ枚

数については、履行期間におけ

る業務についての提案を最大

でＡ４版３ページ（ページ数で３

ページ）以内に盛り込む必要が

あるという理解でよいか。 

ご理解のとおりです。なお、A３

版の使用も可としますが、その

場合は、Ａ４版２ページ分（ペー

ジ数で２ページ）としてカウント

します。 

６ 実施要領 P3 

８企画提案書等の提出 

（２）企画提案書等の

作成及び提出について

留意事項 

図表内の文字等のサイズが、や

むを得ず１１ポイント未満となる

ことは問題ないか。 

図表内の文字サイズは１１ポイ

ント未満でも可としますが、視覚

的に見やすい図表となるよう、ご

配慮ください。 

７ 実施要領 P3 

８企画提案書等の提出 

（２）企画提案書等の

作成及び提出について

留意事項 

企画提案書の表紙には、会社

名を記載してよいか。また、公印

押捺は必要か。 

会社名の記載および公印押捺

は任意です。 
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№   質 問 の 内 容 回 答  

８ 実施要領 P3 

８企画提案書等の提出 

①業務実績（様式３） 

ページ数に上限はあるか。 ありません。 

９ 実施要領 P3 

８企画提案書等の提出 

①業務実績（様式３） 

※４「代表的な計画書」とは、具

体的に何を指しているか。 

様式３※１に基づき記載する業

務実績のうち、いずれか１件の

業務の成果物として作成したも

のを指します。 

（例：●●県●●市●●計画、

等） 

１０ 実施要領 P3 

８企画提案書等の提出 

②予定技術者調書（様

式４） 

予定技術者調書に記載する担

当技術者は、１名分のみか。複

数名記載が必要または可能か。 

主として担当する技術者１名分

の情報を記載してください。 

１１ 実施要領 P3 

８企画提案書等の提出 

②予定技術者調書（様

式４） 

ページ数に上限はあるか。 ありません。 

１２ 実施要領 P４ 

９評価及び選定方法に

ついて（２）審査 

審査委員の人数及びメンバー

構成（庁内又は外部など）は公

表可能か。 

公表いたしましせん。 

１３ 実施要領 P４ 

９評価及び選定方法に

ついて（２）審査 

〇留意事項 

追加資料として配布はしない

が、提案書に基づいたスライド

（パワーポイント等）を作成し、

当日のプレゼンテーションに使

用することは可能か。 

可能ですが、提出した企画提案

書等の内容を逸脱しない内容

としてください。 

１４ 仕様書 

（業務内容）２ 【第１

章】（１）将来推計と多

面的な実態把握 

既存（過去）の児童生徒数の推

計結果をデータ等で貸与可能

か。 

本業務の受注者には、必要に

応じて貸与します。なお、取扱い

については、仕様書 P３（責務）

第１０条のとおりです。 

１５ 仕様書 

（業務内容）２ 【第２

章】（１）学校再編案の

作成 

学校施設の適正規模・適正配

置検討については、義務教育学

校（施設一体型小中一貫校）

化は検討対象となるでしょうか。 

検討対象です。本業務では、検

討対象や手法を限定することな

く、市内すべての小中学校につ

いて再編の方向性を検討し、市

内全体としての再編案を複数

検討します。 
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№   質 問 の 内 容 回 答  

１６ その他 基本計画のベースになっている

「各務原市立小学校・中学校の

適正規模に関する基本方針意

見書」の内容は閲覧可能か。 

本業務の受注者には、必要に

応じて貸与します。なお、取扱い

については、仕様書 P３（責務）

第１０条のとおりです。 

 


